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１
９
５
４
年
３
月
１
日
に
、
米
国
が
ビ
キ
ニ
環
礁
で
行
っ
た
水
爆
実
験
で

日
本
の
マ
グ
ロ
漁
船
ヽ
第
五
福
竜
丸
の
乗
組
員
ら
が
被
ば
く
し
た
ビ
キ
ニ
事

件
か
ら
、
人
フ
年
で
■
年‐
で
す
。
．被

ば
く
し
た
漁
船
の
数
や
、
船
員
ら
の
調
査

の
記
録
も
隠
さ
れ
る
な
ど
、
日
米
両
政
府
に
よ
っ
て

「忘
れ
る
こ
と
」
を
求

め
ら
れ
た
同
・事
一件
に
つ
い
て
、
「ビ
キ
ニ
被
・ば
く
船
“興
一許
訟
を
・支
一援
す
る
会
」

の
共
同
代
表
で
医
師
の
間
間
元
（き
き
ま

ｏ
は
じ
め
）
さ
ん
に
聞
き
ま
し
た
。

‐　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（前
田
智
也
）

静
田
県
焼
津
港
を
出
港
―
・′た
第

■
楓
竜
丸
が
ビ
キ
ニ
環
礁
の
近
く

で
被
災
し
、
無
線
長
の
ス
保
出
愛

■
さ
ん
が
■
力
月
後
に
■
く
な
っ

た
こ
と
は
多
く
の
人
が
知
つ
て
い

ま
〓
た
　
た

，
し
た
漁
肛
に
年
Ｉ

一「Ｉ
一
ｔ
ｔ
サ
′ｃ
〓
ら
つ
ま
せ
も
で

い
●
い
「
ら
に
被
”
し
た
漁
船
　
　
．

の
数
に

つ
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な

報
告
が
あ
り
ま
す
，
厚
生
労
働
省

の

資

料

開

示

で

判

明

し

た

被

ば

く

〓，
一ｒ
一　
・●
●
．
ｒ
．
Ｌ
■

，
一■
一
●
〓
¨
．　
　
・

０
１
５
年
に
、
水
産
庁
が
日
本
共

ｉ
ｔ
つ
紙
智
ｆ
■
沈
議
員
に
切
↓

て
提
示
し
た
ビ
キ

ニ
被
災
文
書
類

に
よ
れ
ば
、
１
４
２
３
隻
で
あ

っ

⑬
汚
染
拡
大
を
隠
す

第
Ｉ
福
竜
丸
以
外

の
漁
船
に
乗

っ
て
い
た

船

員

た

ち

の
被

ば

く

●
　

一
■
■

，
吉
峠
〓
■
言

■
，」

「幡
多
高
校
生
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
一
が

１
９
８
５
年
か
ら
実
施
し
た
調
査

で

一
部
は
伝
え
ら
れ
た
も
の
の
、

多
く
が
忘
れ
ら
れ
て
い
ま
し
た
て

さ
ま
ざ
ま
な
要
因
が
あ
り
ま
す

十
■
■
■

Ｌ
↓
“
　
一一
■
、
二

は
ま
診
療
所
所
長

（静
岡
県
浜

松
市
）
。
反
核
医
師
の
会
社
尋

人
．
ノ
ｉ
■
■
ヽ
Ｌ
バ
タ
シ
十

記
憶
遺
産
を
継
承
す
る
会
理
事

ニー
〓

．■
１
１
●
‥
ｉ‐
は
鶴
理
専
■
１
１
、．

都
立

第

五
福
竜

丸

展

示
館

の
第

五
福
竜

丸

崚
■
磯
晏
●
崚
ば
く
は

「忘
れ

ら
”
た
一
の
で
は
な

、́

日
本
“

■
■
Ｉ
●
，
三

「〓
丸
ち
二
一
●

′
■
■
・―
―
■
↑
一
■
，
　
●
１
に

日
家
権
■
に
よ
る
人
権
侵
〓
た
Ｌ

考
え
て
「
ま
す
。

鬱
国
果
関
係
は
明
白

●

・　
一Ｉ
Ｉ
・
一
●
●
Ｉ
■
●
■

■
に
生
ま
れ
、
ビ
キ
ニ
事
件
当
時

Ｌ
小
■

●
●
■
一
た
が
「
」Ｌ
が
ヽ

り
ま
す
。
そ
の
後
医
師
と
な
っ
て

故
郷
に
戻
り
、
県
内
の
原
爆
被
爆

■
イー
Ｆ
Ｉ
」ｒ
ｌ
　
・―
―
●
●
●
‥

■
の
縁
で
鍵
年
に
日
本
被
団
協
の

調
査
団
・け
随
行
員
と
し
て
旧
ソ
連

ビ
キ
ニ
事
件
刊
鐸

が
、
何
よ
り
も
米
国
が
水
爆
実
験

を
継
続
す
る
た
め
に
、
放
射
性
降

下
物

の
汚
染

の
広
が
り
を
隠
し
た

か

っ
た
と
い
う
意
図
が
あ
り
ま
し

た
。
そ
し
て
日
本
政
府
は
、
２
０

０
万

，レ
ド
の

「
見
舞
金
」
を
受
け
取

る
か
わ
り
に
、
米
国

へ
の
損
害
賠

償
請
求
権
を
放
棄
す
る
こ
と
に
合

意
し
て
政
治
決
着
し
て
し
ま
い
ま

ビ

キ

ニ
訴

訟

の
□

頭
弁

論

で
高

知
地

裁

に
向

か

う
原
告

団
と

支

援

者

＝
２

０
２
４

年

１２

月
２４

日

、
高

知
市

デ

国

日

こ

”
２７

ら
ヤ
ミ
川
サ
ず
ン
ス
ク
核
実
験
堺

（現

‥
青
ザ
ア
ス
々
ン
）
へ
行
き
、

摯
射
性
降
下
物
に
よ
る
被
ば
く
カ

■
憲
≒
■
ヽ
１
●
二
十
■
■
ヽ
一一　
■
●
■
■
●
■Ｆ
ｔ

，
■ヽ
二
〓
●
．
　
●
■
■

，
Ｉ
ｔ
ｉｌ
■
１

，
．
●

，
．　
．●
一
■
１
１
一―
■
■
●
●
〓
■
‥

‐
■
・
打
■
■
に
■
■
紅
三
■
計
　
　
〓
■
一卜
に
に
・
〓
―
●

Ｉ
アー‘
〓
　
ｔ
一′　
Ｌ
■
ｉ
事
件
に

，
１
●
，Ｆ
　
卜
」Ｌ́
仁
卜
一
ｒ
●
し

，
け
し
い

・―‥

間
ヽ
調
査
す
る
機
会
に
恵
ま
れ
ま
　
１１‐
１
、
必
ず
Ｌ
ｔ
特
定
の
病
気
が
発
　
筆
五
福
竜
丸
以
外
の
船
員
た
ち
の
　
い
う
中
請
を
却
Ｔ
し
た
船
曇
保
嬌

し
た
．　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

， 一
す
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
　
被
ば
く
の
デ
ー
タ
や
健
康
デ
ー
タ
　
部
を
相
手
に
、
そ
の
取
り
消
し
を

調
査
で
は
、
元
乗
組
員
の
大
多
　
‐一
か
し
、
彼
ば
く
を
し
た
人
た
ち
　
な
ど
は

「な
い
」
Ｌ
さ
れ
、
困
難
　
求
め
る
訴
訟
め
二
つ
が
進
行
‥′て

政
が
出
型
■
■
や
ぜ
型
■
■
●
■
　
一■
「集
ロ
ー
■
■
■
●
、
■
ら
ヽ
一　
一一
極
め
■
●
■
一
　
　
　
　
　
　
　
い
■
●
‐

オ
・
一■
■
１
１

１
・■
●
■
１
１

，
ｒ
　
Ｌ
　
■
■
ぼ
〓
．●
■
一
一
■
１１‥―
一■
　
　
一■
れ

，
■
声
短
“
〓
打
“
”
ｒ
　
　
●
′―、
出
■
●
一
‐●●
た
●
肝
Ｆ
た

確
認
し
ま
し
た
ぃ
さ
ら
に
、
慢
性
　
病
な
ど
が
発
生
す
る
確
率
や
、
そ
　
力
で
、
２
０
１
４
年
に
は
ビ
キ
一一　
ち
は
、
米
国
が
ビ
キ
ニ
環
礁
で
本

●
■
■
「
療
に

，１１１１
，

の
補
償
キ
一年　
‘′‥
住
・い
■
一，
■
●
■
確
〓
が
■
■
　
枚
実
験
の
人
静
裾
害
を
ま
”
―‥―
一を
　
燥
賓
議
を
―
・て
し‐
た
こ
と
は
も
■

い
こ
と
も
知
り
ま
し
た
。私
は
、
一　
よ
り
も
高
い
。
こ
れ
を

「確
率
的
　
当
時
の
厚
生
省
の
公
文
書
を
開
示
　
ろ
ん
、
被
ば
く
に
よ
る
長
期
的
な

人
の
一九
千
組
員
の
船
員
保
険
考
夫
　
影
響
一
■
■
「
‐′、ま
す
。　
　
　
　
　
さ
せ
ま
し
た
。
そ
‐ノ■
国
ｔ
培
償
　
健
康
へ
つ
影
響
■
建
硬
管
理
●
●

■
Ｆ
〓」
一●
ＩＦ
」―
　
　
卜■

，
一
■
●
一́
　
　
　
Ｆ″ｒ

，
●
●●
〓
〓●
で
●
　
・
．■」
　
　
一●
一■
″〓
■
二■
「」Ｉ
ｌ‐
●
■
″■
¨
■
■
い
　
一〓
■
一け」
一
■ｔ
．　
．
一卜
一
〓■
１．
ｒ
●

で
労
災
と
し
て
支
給
が
認
め
ら
れ
　
さ
ま
ざ
ま
な
詳
綿
な
調
査
・
研
究
　
裁
判
決
で
は
敗
詳
に
な
り
ま
し
た
　
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
若
く
し
て

ま
し
た
が
、
当
時
は
前
例
の
な
い
　
デ
ー
タ
が
あ
り
、
被
ば
く
と
病
気
　
が
、
第
五
福
竜
丸
以
外
の
船
呂
一の
　
車
い
病
気
に
な
り
、
亡
く
な
っ
た

「は
鼈
」鰺
褥
屹
靡
鱚
謳
隧

財
巫
綺
力
に
な
隆
Å
権
逹
鈴

籍キ鼠デー 27～ 3月 1日

被
ば
く
の
事
実
を
認
め
さ
せ
て
い

ま
す
“
　

・　
１
　

・

鶴
被
書
に
時
効

な
し

現
在
、
米
国
へ
の
賠
償
請
求
権

を
放
棄
し
た
国
を
相
手
に
し
た
損

失
補
償
の
請
求
訴
訟
と
、
が
ん
や

心
臓
病
な
ど
の
被
ば
く
と
関
係
す

元
船
員
た
ち
は
無
念
だ
っ
た
と
思

い
ま
一■
　
　
　
　
　
・

・

ビ
キ
ニ
事
件
に
よ
る
被
災
者
に

は
、
被
爆
者
援
護
法
の
よ
う
な
救

済
法
が
あ
り
ま
せ
ん
。
米
国
も
、

第
五
福
竜
丸
の
元
船
員
た
ち
へ
の

「見
舞
金
」
の
支
払
い
や
マ
ー
シ

ャ
ル
諸
島
へ
の
金
銭
的
な
援
助
を
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1ビキ

ニデー」の諸行事が 2月 27

日から3月 1日 まで、静岡

県の静岡、焼津両市で開か

れます。

ビキニデーでは、今年の

運動の出発点として、日本

政府に核兵器禁止条約への

参加を迫る「非核日本キャ

ンペーン」などの活動を交

流します。

主 な 爾 程

:【2025年 31。 1ビキ
■日本原水協全国集会

際交流会議曇 2月 |

ずれもグランシップ静岡内

の会議室

【「第五福竜丸」の乗組

員、故久保山愛吉氏墓参行

進_】  3月 1日 (十)午吉i


